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令和６年度 南和広域医療企業団 決算の概要
〇 前年に比べ経常利益は減少したが、６年連続の黒字決算となった。 繰越剰余金は１，６７７百万円に増加
〇 収支悪化（経常利益減少）は専ら外的要因によるもの

〇 各般の経営努力で収入増を図るとともに、費用の増加を収益の増加と同水準に止め、黒字を維持
〇 新型コロナの影響を脱し平常化（患者数、病床稼働率等）
〇 救急応需、在宅医療、へき地医療など地域貢献をさらに充実

収益：Ｒ６診療報酬改定 ０．８８％ +     ７４百万円
費用：Ｒ５人勧改定率（Ｒ６実施）０．９６％ ▲ ５１百万円

Ｒ６物価変動率 ２．７０％ ▲１３１百万円
差引 ▲１０８百万円

1

△ 1,759 △ 1,685
△898 △ 836

△ 1,489
△ 1,500

82.1%
83.6%

91.6%
92.2%

86.1% 86.3%

R1 R2 R3 R4 R5 R6

医業収支比率の推移
医業収支 医業収支比率

41 114

1,921

722

33 15

100.4% 101.1% 117.5% 106.6% 100.3% 100.1%

R1 R2 R3 R4 R5 R6

経常収支比率の推移 経常収支
経常収支比率

前年比 主な要因

▲ 11

9,433 9,235 198

入院収益 5,839 5,489 350
患者数の増(+6.4%（+8,406人）) 139,954人
手術収入の増（80百万円）

外来収益 2,925 2,942 ▲ 17
患者数の増(+1.7%（+3,356人）)201,977人
コロナワクチン接種数の減（▲53百万円）

その他医業収益 669 804 ▲ 135 コロナ関連補助金(空床確保）の減（▲105百万円）

10,933 10,724 209
給与費の増（119百万円）
光熱費の増（15百万円）委託料の増（26百万円）修繕費の増（28百万円）

▲ 7

医業外収益 1,722 1,723 ▲ 1

医業外費用 207 201 6

経常利益 ▲ 18

特別損失 0 0 0

当年度純利益 ▲ 1815 33

医業費用

医業外収支 1,515 1,522

15 33

医業収益

Ｒ６ Ｒ５

医業収支 ▲ 1,500 ▲ 1,489

△ 1,071 △ 957

964 

1,629 1,662 1,677 

R1 R2 R3 R4 R5 R6

繰越剰余金の推移（特別損益含む）

（単位：百万円）
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救急患者数の状況
救 急 車 県ドクターヘリ 防災ヘリ等 ウォークイン

救急外来の状況
2024 2025 増 減

南和 南和以外 計 南和 南和以外 計 南和 南和以外 計

救 急 車
1,424 520 1,944 1,363 570 1,933 ▲61 50 ▲11

（33.0％） （36.2％） （▲4.3％） （+9.6％） （▲0.6％）

県ドクターヘリ
27 16 43 43 19 62 16 3 19

（0.7％） （1.2％） （+59.3％） （+18.8％） （+44.2％）

防災ヘリ等
0 3 3 0 1 1 0 ▲2 ▲2

（0.1％） （0.0％） （ー）（▲66.7%） （▲66.7%）

ウォークイン
3,250 655 3,905 2,750 597 3,347 ▲500 ▲58 ▲558

（66.2％） （62.6％） （▲15.4％） （▲8.9％） （▲14.3％）

合 計
4,701 1,194 5,895 4,156 1,187 5,343 ▲545 ▲7 ▲552

（100.0％） （100.0％） （▲11.6％） （▲0.6％） （▲9.4％）
1日平均 30.7 7.8 38.5 27.2 7.8 34.9 ▲3.6 0.0 ▲3.6

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

南奈良総合医療センター

5,343人

市町村名 件数 市町村名 件数
五 條 市 10 野迫川村 0
吉 野 町 8 十津川村 12
大 淀 町 6 下北山村 4
下 市 町 1 上北山村 0
黒 滝 村 0 川 上 村 0
天 川 村 0 東吉野村 2

 県ドクターヘリ（43件）の内訳（患者住所地）

○救急外来受入れ人数 5,343件（対前年度▲552人）
救急車（▲11件）と減少し、県ドクターヘリ（＋19件）は増加

○南和地域の住民に、4,156人（全体の77.8％）利用していただいている ⑥4,701人（全体の79.7％）
救急車70.5%、ウォｰクイン82.2%

5,343人
（対前年度 ▲552人(▲9.4％)）

が救急外来へ

出動件数
累計

搬送件数
累計

2024 2025 増減 2024 2025 増減

南和保健医療圏 68 96 +28 南奈良総合医療センター 43 62 +19

奈良保健医療圏 9 6 -3 対出動件数（キャンセル除く） 29.1% 35.4% +6.3pt

西和保健医療圏 7 15 +8 南和地域出動受入件数 37 62 +6

中和保健医療圏 18 13 -5 奈良県立医科大学附属病院 60 66 +6

東和保健医療圏 39 34 -5 奈良県総合医療センター 16 13 -3

県 外 7 11 +4 そ の 他 29 34 +5

小 計 148 175 +27 合 計 148 175 +27

離陸後キャンセル 19 17 -2

合 計 163 192 +25

（単位：人）

【参考】県ドクターヘリ出動・搬送状況（4〜8月実績）

 救急外来の状況（4〜8月実績）※患者住所地

• 救急車による患者のうち
70.5％（⑥73.4％）は南和地域の住民

• ウォークインによる患者のうち
82.2％（⑥83.2％）は南和地域の住民

1,933人 3,347人

括弧内は、前年度同期間の比率

（救急車） （ウォークイン）

令和7年度（4月〜8月） 救急外来の状況について

■南和 ■南和以外
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令和７年度南和広域医療企業団病院事業会計補正予算案（第１号）について

「収益的収支」補正予算の概要

病院事業収益 病院事業費用

補正予算額 ３７５，０００千円

※費用増額に係る財源については、入院収益増収で対応

款）病院事業収益 ３７５，０００千円

項） 医業収益 ３７５，０００千円

目）入院収益 ････････ ３７５，０００千円

補正予算額 ３７５，０００千円

【補正理由】

① 令和６年人事院勧告（地域手当）対応のため

② 高額医薬品等の増加による対応のため

款）病院事業費用 ３７５，０００千円

項） 医業費用 ３７５，０００千円

① 目）給与費 ････････ ７５，０００千円

（手当）

② 目）材料費 ････････ ３００，０００千円
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南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の
一部を改正する条例

１．改正趣旨

２．改正概要

３．施行期日等

＜参考＞

国の人事院勧告により示された地域手当の支給割合に基づいて、

各構成市町村が令和７年度より地域手当の見直しを行っていること

をふまえ、当企業団においても所要の改正を行う。

＜参考＞

国の人事院勧告による当地域の地域手当支給割合

・令和７年度 ２％

・令和８年度 ４％

（令和６年度までは無支給地域）

企業団の全職員に対して地域手当を支給するための所要の改正

を行う。

○各構成市町村の地域手当支給状況

・令和６年度までは、いずれの構成市町村も不支給

・令和７年度は地域手当２％（または４％）を支給

○具体的な支給割合は、職員給与規程で定める。

医師・歯科医師 ・・・１６％

上記以外の職員 ・・・ ２％

○当企業団は、地方公営企業法の全部適用であるため、経営状況を

ふまえてＲ８年度以降の地域手当の支給割合を今後検討

（支給割合の変更は規程改正により対応）

公布の日から施行し、令和７年４月１日より適用する。
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南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の
一部を改正する条例について

１．改正趣旨

３．施行期日

２．改正概要

◆期末手当支給割合（①）

＜参考＞　県特別職等賞与支給割合

６月 １２月 合計 ６月 １２月 合計

再任用特定幹部職員
（期末・勤勉合計）

1.175 1.175 2.35 1.2 1.2 2.40

副知事・教育長
常勤の委員

1.70 1.70 3.40 1.725 1.725 3.45

R6県人事委員会勧告前 R6県人事委員会勧告後
（R６年度） （R７年度）

①国の特別職の給与改定に基づき、奈良県の「知事及び副知事の給与

及び旅費に関する条例」が改正され、期末手当の支給割合が引き上げ

られた。企業団も県の対応に準じて特別職の期末手当の支給割合引

き上げを行う。

②国における地域手当の見直しにより、構成市町村において令和７年４

月より地域手当が支給開始されたため、当企業団の一般職と同様に

特別職への地域手当の支給を行う。

③企業長の給料月額の改定を行う。

①企業長及び副企業長の期末手当支給割合の改定

(第４条及び別表第１関係)

官民格差の解消等のため、県の対応に準じて右表のとおり、企業長及び

副企業長の期末手当支給割合の改定を行う。

（年間支給月数0.05月引き上げ → 3月支給分を改定）

②企業長及び副企業長の地域手当の支給

（第２条及び第４条関係）

構成市町村の状況等を考慮し、一般職員と同様に地域手当を支給する。

これに伴い、期末手当基礎額に地域手当を含めて算出するよう改正する。

（支給割合は職員給与規程の改正で対応）

③企業長の給料月額の改定（第３条関係）

企業長の給料月額は、企業団設立時（H28年度）に行政職９級再任用職員

の額を参考とし、同額に定めている。

右表のとおり、参考とした給料月額が官民格差の是正等により変更されて

いることから、今般、給料月額の改定を行う。

（現行439,800円 → 448,000円）

(１)令和７年度分の期末手当改定については、公布の日から施行する。

(２)令和８年度分の期末手当改定については、令和８年４月１日から施行する。

(３)地域手当の支給は、令和７年４月１日より適用する。

(４)企業長の給料月額の改定は、公布の日から施行する。

◆企業長給料月額（③）

＜ 改正前 ＞

＜ 令和７年度 ＞

＜ 令和８年度 ＞

６月 12月 ３月 年間計

1.175 1.075 0.1 2.35

1.7 1.6 0.1 3.40

令和７年度　期末手当支給割合（改正前）

企業長

副企業長

６月 12月 ３月 年間計

1.175 1.075 0.15 2.40

1.7 1.6 0.15 3.45

６月 12月 ３月 年間計

1.2 1.05 0.15 2.40

1.725 1.575 0.15 3.45

令和７年度　期末手当支給割合（改正案）

副企業長

令和８年度　期末手当支給割合(改正案）

企業長

企業長

副企業長

年度
行政職（一）

再任用９級月額

H26 438,700  （H28.4.1の企業団設立当初から改訂なし）

H27 439,800 現行の企業長給料月額

H28 440,600 800 ←　現行の給料月額との差額

H29 440,600 800 　　（以下 同じ）

H30 441,000 1,200

R1 441,000 1,200

R2 441,000 1,200

R3 441,000 1,200

R4 441,000 1,200

R5 442,400 2,600

R6 448,000 8,200
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※「資金不足比率」とは、公営企業ごとの「資金の不足額」の「事業規模」に対する比率。

                                   公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示す。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条の定めによる、資金不足比率について下記のとおり報告いたします。

①資金不足比率の算定

〇地方公共団体の長は、毎年度公営企業ごとに資金不足比率を算定、監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告、公表

②経営健全化基準（２０％）以上となった場合

〇経営健全化計画を議会の議決を経て作成、毎年度、経営健全化の実施状況を議会に報告し公表

令和６年度決算に基づき、南和広域医療企業団病院事業の資金不足

１．流動負債 （ ① － ② ） 1,528,742 の算定を行ったところ、下記のとおり資金不足が生じていないため、資金

① 流動負債 1,940,372 不足比率の該当はなし。

② 控除企業債 411,630

２．令和６年度同意等債で未借入または未発行の額 0 資金不足比率

３．建設改良費等以外の経費に対する地方債の現在高 0 －

４．流動資産 4,264,305

５．令和７年度に繰り越される支出の財源充当額 0

６．医業収益（事業規模） 9,406,315

資金不足額 （１－２）＋３－（４－５） △ 2,735,563

資金不足比率｛（１－２）＋３－（４－５）｝／６×１００ －　　

（単位：千円）

事業名

病院事業

※ 資金不足比率なしのため、「－」と表記

備考

資金不足なし

項目

令和 ６ 年度 南和広域医療企業団 病院事業会計資金不足比率の報告について

比率の概要

算定式 算定結果

※
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